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１　

は
じ
め
に

岐
阜
県
は
、日
本
の
ほ
ぼ
中
央
に
位
置
し
て
お
り
、

自
然
に
恵
ま
れ
、清
ら
か
な
川
が
豊
富
に
流
れ
る「
清

流
の
国
」
で
す
。
こ
の
清
流
の
恵
み
を
受
け
た
生
活

文
化
、
関
の
刃
物
や
美
濃
和
紙
な
ど
を
始
め
と
す
る

匠
の
技
、
鮎
や
飛
騨
牛
を
代
表
と
す
る
食
の
ほ
か
、

関
ケ
原
の
戦
い
な
ど
英
雄
が
駆
け
抜
け
た
歴
史
の
蓄

積
な
ど
、
多
く
の
魅
力
が
あ
ふ
れ
る
県
で
す
。

そ
の
た
め
、
過
去
か
ら
現
代
に
至
る
ま
で
多
く
の

人
々
の
行
き
来
が
あ
り
、
イ
ン
バ
ウ
ン
ド
は
今
で
こ

そ
激
減
し
て
い
る
も
の
の
、
令
和
元
年
に
は
過
去
最

多
の
年
間
１
６
６
万
人
の
方
々
が
来
県
し
、
国
内
外

に
広
く
観
光
地
と
し
て
も
選
ば
れ
て
き
ま
し
た
。
ま

た
、
地
理
的
に
も
大
都
市
圏
と
の
交
通
ア
ク
セ
ス
が

よ
く
、例
え
ば
名
古
屋
駅
か
ら
県
都
岐
阜
市
ま
で
は
、

電
車
で
20
分
ほ
ど
で
あ
り
、
岐
阜
県
南
部
と
愛
知
県

は
生
活
圏
を
共
に
し
て
い
る
と
も
言
え
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
、
本
県
は
多
く
の
方
が
行
き
来
す
る

地
域
で
あ
る
こ
と
も
一
因
な
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
と
い
う
面
で
は
、
比

較
的
早
く
、
感
染
拡
大
の
兆
候
が
現
れ
、
そ
の
対
応

を
余
儀
な
く
さ
れ
ま
し
た
。

そ
の
後
の
い
わ
ば
第
一
波
に
お
け
る
経
験
、
教
訓

を
通
じ
て
制
定
す
る
に
至
っ
た
「
岐
阜
県
感
染
症
対

策
基
本
条
例
」
に
つ
い
て
、
本
稿
で
は
、「
条
例
制

定
に
至
っ
た
背
景
と
経
緯
」、「
条
例
の
性
格
・
特
徴
」、

「
条
例
を
基
に
し
た
取
組
」、「
今
後
の
展
望
」
の
順

先進・ユニーク条例【解説】

　岐阜県は「岐阜県感染症対策基本条例」を
制定した（条例第44号として令和２年７月
公布・施行）。
　感染症全般の基本的な対応や推進体制を明
確化した条例で、県の責務や専門家会議の常
設、感染者の差別的取扱いの禁止などを明記
している。新型コロナ対策に特化した条例は
他団体などでも制定例があるが、幅広い感染
症を対象にその対策を基本条例としたのは全
国初。

で
説
明
し
ま
す
。

２　

条
例
制
定
に
至
っ
た
背
景
と
経
緯

ま
ず
、
条
例
制
定
ま
で
の
過
程
に
つ
い
て
述
べ
た

い
と
思
い
ま
す
。

令
和
２
年
１
月
に
初
め
て
国
内
感
染
が
確
認
さ
れ

た
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
は
、
次
第
に
感
染

が
拡
大
し
、
そ
の
影
響
は
、
医
療
だ
け
で
は
な
く
社

会
全
体
に
及
ぶ
こ
と
か
ら
、
危
機
事
案
の
総
力
戦
と

認
識
し
ま
し
た
。
そ
の
た
め
本
県
で
は
、い
ち
早
く
、

県
、
市
町
村
、
医
療
、
産
業
、
観
光
業
等
関
係
機
関

が
参
画
す
る
体
制
で
対
応
す
る
こ
と
が
必
要
と
判
断

し
、「
岐
阜
県
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対
策

本
部
」
を
２
月
21
日
に
、
続
け
て
「
岐
阜
県
新
型
コ

岐
阜
県
健
康
福
祉
部
感
染
症
対
策
調
整
課

岐阜県

岐
阜
県
感
染
症
対
策
基
本
条
例
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ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対
策
協
議
会
」
を
２
月
27
日

に
設
置
す
る
こ
と
で
オ
ー
ル
岐
阜
体
制
を
構
築
し
、

様
々
な
対
策
を
講
じ
て
ま
い
り
ま
し
た
。

２
月
26
日
に
県
内
で
初
の
感
染
者
が
発
生
し
て
か

ら
、
５
月
に
国
の
緊
急
事
態
宣
言
が
解
除
さ
れ
る
に

至
っ
た
第
一
波
に
お
い
て
は
、
幸
い
に
も
「
感
染
爆

発
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
な
、
医
療
提
供
体
制
の
崩
壊

を
招
く
ほ
ど
の
感
染
拡
大
に
は
至
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

本
県
で
は
、
第
一
波
の
経
験
や
教
訓
を
踏
ま
え
、

こ
の
時
点
で
予
想
さ
れ
た
第
二
波
、
第
三
波
、
そ
し

て
新
た
な
感
染
症
に
備
え
る
た
め
、
感
染
症
対
策
の

基
本
的
な
考
え
方
や
、
対
策
推
進
の
枠
組
み
を
明
確

に
し
、
県
民
全
体
で
共
有
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る

と
考
え
、
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
や
議
会
で
の
審
議
を

経
て
７
月
９
日
に
本
条
例
を
公
布
、施
行
し
ま
し
た
。

３　

条
例
の
性
格
・
特
徴

今
日
、
各
都
道
府
県
で
は
様
々
な
目
的
を
持
っ
た

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対
策
に
係
る
条
例
が

制
定
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
本
条
例
の
最
大
の
ポ
イ
ン

ト
は
、「
感
染
症
全
般
に
わ
た
る
基
本
条
例
」
と
し

て
定
め
た
と
こ
ろ
に
あ
り
ま
す
。

本
年
２
月
以
来
取
り
組
ん
で
き
た
感
染
症
対
策
か

ら
得
ら
れ
た
、「
オ
ー
ル
岐
阜
」
体
制
、「
迅
速
」・「
徹

底
し
た
」対
応
と
い
う
取
組
の
基
本
的
な
考
え
方
や
、

「
対
策
本
部
」・「
対
策
協
議
会
」・「
専
門
家
会
議
」

と
い
う
推
進
体
制
は
、
今
後
の
新
た
な
感
染
症
に
対

し
て
も
何
ら
変
わ
る
も
の
で
は
な
い
た
め
、
基
本
条

例
と
い
う
形
式
を
選
択
し
、
ま
た
、
感
染
症
対
策
に

当
た
っ
て
は
、
そ
の
基
本
的
な
考
え
方
や
推
進
体
制

を
明
確
に
し
、
県
民
全
体
で
共
有
す
る
こ
と
が
必
要

で
あ
る
こ
と
か
ら
も
、
条
例
と
い
う
手
法
を
採
用
し

ま
し
た
。

次
に
、
本
条
例
の
特
徴
と
し
て
、
以
下
の
三
点
が

あ
り
ま
す
。

一
点
目
は
、「
各
分
野
に
お
け
る
総
合
的
な
取
組

の
推
進
」
で
す
。

感
染
症
対
策
に
お
い
て
は
、
通
常
、「
生
命
・
健
康
」

や
「
医
療
分
野
」
に
多
く
の
注
意
が
向
け
ら
れ
ま
す

が
、
こ
の
感
染
症
の
影
響
が
、
経
済
・
教
育
の
分
野

に
も
幅
広
く
及
ん
で
い
る
こ
と
か
ら
、本
条
例
で
は
、

基
本
理
念
（
第
３
条
）
に
お
い
て
、「
感
染
症
が
医

療
の
み
な
ら
ず
経
済
、
教
育
等
に
幅
広
く
影
響
を
与

え
る
こ
と
」
を
明
記
し
、
県
の
責
務
（
第
４
条
）
に

お
い
て
「
県
は
、
感
染
症
対
策
の
実
施
に
当
た
っ
て

は
、
医
療
は
も
と
よ
り
、
産
業
、
福
祉
、
ス
ポ
ー
ツ
、

文
化
、
教
育
等
の
各
分
野
に
十
分
配
慮
し
、
医
療
機

関
、
事
業
者
、
県
民
等
の
理
解
と
協
力
を
得
る
よ
う

努
め
る
も
の
と
す
る
」
と
定
め
る
こ
と
で
、
県
民
生

活
に
関
わ
る
広
範
な
分
野
に
配
慮
す
る
内
容
と
な
っ

て
い
ま
す
。
さ
ら
に
、
感
染
症
対
策
と
し
て
一
般
的

に
イ
メ
ー
ジ
す
る
医
療
提
供
体
制
の
整
備
等
に
加

え
、
物
資
の
安
定
供
給
、
雇
用
の
維
持
と
い
っ
た
県

民
及
び
事
業
者
の
生
活
や
事
業
を
守
る
た
め
に
必
要

な
支
援
を
す
る
旨
も
明
記
し
て
い
ま
す
。

二
点
目
は
、「
推
進
体
制
」
で
す
。

第
一
波
へ
の
対
応
の
中
で
特
に
重
視
し
、
か
つ
、

効
果
的
で
あ
っ
た
の
が
先
に
述
べ
た「
オ
ー
ル
岐
阜
」

の
体
制
に
よ
る
対
策
の
推
進
と
、「
専
門
家
会
議
」

に
お
け
る
知
見
で
し
た
。「
オ
ー
ル
岐
阜
」
の
体
制

と
は
、
文
字
ど
お
り
市
町
村
を
始
め
医
療
、
経
済
、

教
育
な
ど
広
範
囲
に
わ
た
る
関
係
者
と
の
連
携
体
制

を
言
い
、
県
、
県
警
本
部
、
県
教
育
委
員
会
等
か
ら

成
る
「
岐
阜
県
感
染
症
対
策
本
部
」（
第
９
条
）
と
、

県
内
市
町
村
、
関
係
団
体
を
含
め
た
「
岐
阜
県
感
染

症
対
策
協
議
会
」（
第
10
条
）を
基
本
と
し
て
い
ま
す
。

ま
た
、「
専
門
家
会
議
」（
第
11
条
）
と
は
、
感
染
症
、

救
急
医
療
、
防
災
、
経
済
等
の
専
門
家
を
メ
ン
バ
ー

と
し
、
対
策
の
実
施
等
に
当
た
り
、
専
門
的
な
知
見

に
基
づ
く
意
見
を
聴
く
た
め
の
会
議
体
で
す
。

こ
れ
ら
を
、
県
の
体
制
と
し
て
条
例
に
お
い
て
明

確
に
位
置
付
け
る
こ
と
で
、
法
律
に
よ
ら
な
い
対
策

本
部
の
柔
軟
な
設
置
が
可
能
と
な
り
、
ま
た
、
協
議

会
で
の
議
論
を
経
る
こ
と
に
よ
り
、
広
く
関
係
団
体

へ
の
十
分
な
理
解
・
共
有
が
可
能
と
な
り
ま
す
。
ま

た
、
専
門
家
会
議
を
常
設
の
も
の
と
し
て
位
置
付
け

る
こ
と
で
、
感
染
症
に
関
す
る
様
々
な
知
見
を
平
時

か
ら
得
る
こ
と
が
可
能
に
な
り
ま
す
。

三
点
目
は
、「
不
当
な
差
別
的
取
扱
い
等
を
禁
止

す
る
規
定
」
で
す
。
感
染
者
や
医
療
従
事
者
、
あ
る

い
は
そ
の
御
家
族
な
ど
の
関
係
者
が
不
当
な
差
別
を

先進・ユニーク条例
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受
け
る
こ
と
な
ど
が
な
い
よ
う
、「
何
人
も
、
感
染

症
の
患
者
、
医
療
従
事
者
等
に
対
し
、
感
染
症
の
り

患
、
そ
の
お
そ
れ
等
を
理
由
と
し
て
、
不
当
な
差
別

的
取
扱
い
又
は
誹
謗
中
傷
を
し
て
は
な
ら
な
い
。」

と
第
14
条
に
定
め
て
い
ま
す
。

こ
の
禁
止
規
定
は
、罰
則
を
定
め
て
お
ら
ず
、個
々

人
の
倫
理
観
に
訴
え
る
宣
言
的
な
も
の
で
す
が
、
理

念
や
体
制
に
つ
い
て
定
め
る
基
本
条
例
の
中
で
、
こ

の
項
目
を
あ
え
て
盛
り
込
ん
だ
の
は
、
感
染
症
に
関

わ
る
方
々
を
守
る
と
い
う
本
県
の
強
い
意
志
の
表
れ

で
も
あ
り
ま
す
。

４　

条
例
を
基
に
し
た
取
組

７
月
９
日
に
条
例
を
制
定
し
た
後
、
本
県
で
は
７

月
末
か
ら
８
月
に
か
け
て
第
二
波
と
呼
ば
れ
る
感
染

の
再
拡
大
が
始
ま
り
、
早
速
、
条
例
で
定
め
た
推
進

体
制
と
施
策
が
運
用
さ
れ
ま
し
た
。
こ
こ
で
は
、
こ

の
第
二
波
で
の
対
応
を
通
じ
て
実
施
し
た
、
本
条
例

を
基
に
し
た
取
組
を
三
点
紹
介
し
ま
す
。

①
　
条
例
を
根
拠
と
し
た
推
進
体
制

第
一
波
の
時
点
か
ら
実
施
さ
れ
て
い
ま
し
た
が
、

改
め
て
条
例
に
基
づ
き
位
置
付
け
た「
オ
ー
ル
岐
阜
」

体
制
で
の
情
報
共
有
や
意
見
交
換
、
意
思
決
定
を
今

日
に
至
る
ま
で
継
続
し
て
い
ま
す
。
県
、
県
警
本
部

及
び
県
教
育
委
員
会
か
ら
成
る
「
岐
阜
県
感
染
症
対

策
本
部
」
の
本
部
員
会
議
は
、
当
初
か
ら
９
月
１
日

ま
で
に
20
回
開
催
し
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
、
16
の
関

係
機
関
が
参
加
す
る「
岐
阜
県
感
染
症
対
策
協
議
会
」

は
８
回
開
催
し
、
い
ず
れ
も
全
て
の
市
町
村
長
が
リ

モ
ー
ト
（
テ
レ
ビ
会
議
シ
ス
テ
ム
）
で
参
加
し
て
い

ま
す
。

こ
の
体
制
の
下
で
、
７
月
下
旬
か
ら
発
生
し
た
ク

ラ
ス
タ
ー
な
ど
の
感
染
状
況
を
踏
ま
え
、
県
独
自
の

「
第
二
波
非
常
事
態
」
を
７
月
31
日
に
宣
言
し
ま
し

た
。こ
の
宣
言
で
は
、徹
底
し
た
分
析
に
基
づ
き
、「
愛

知
県
・
名
古
屋
市
」、「
酒
類
を
伴
う
飲
食
店
」、「
若

者
」、「
学
校
」、「
家
族
内
感
染
」、「
在
住
外
国
人
」

と
ピ
ン
ポ
イ
ン
ト
で
の
注
意
喚
起
、
メ
ッ
セ
ー
ジ
の

発
出
を
し
、
感
染
防
止
対
策
の
徹
底
を
呼
び
掛
け
ま

し
た
。
そ
の
後
、
幸
い
に
も
感
染
が
収
ま
り
、
９
月

１
日
に
は
「
非
常
事
態
宣
言
」
を
解
除
し
、
同
時
に

第
三
波
に
備
え
る
た
め
の
「
総
合
対
策
」
と
し
て
政

策
パ
ッ
ケ
ー
ジ
も
策
定
、
公
表
し
ま
し
た
。

②
　
専
門
家
会
議

二
点
目
は
、
本
条
例
に
基
づ
き
常
設
化
し
た
「
専

門
家
会
議
」で
す
。対
策
を
推
進
し
て
い
く
に
当
た
っ

て
は
、
感
染
症
、
救
急
医
療
、
防
災
、
経
済
等
の
専

門
的
な
知
見
を
踏
ま
え
、
感
染
防
止
対
策
の
方
針
を

決
定
し
て
き
ま
し
た
。

「
第
二
波
非
常
事
態
」
に
お
い
て
も
、
７
月
下
旬

に
宣
言
を
発
表
す
る
際
は
、
夜
間
に
及
ぶ
意
見
交
換

を
専
門
家
の
方
々
と
行
い
、
感
染
状
況
の
徹
底
し
た

分
析
に
加
え
、
感
染
防
止
と
社
会
経
済
活
動
を
両
立

さ
せ
て
い
く
情
報
発
信
の
仕
方
な
ど
に
つ
い
て
議
論

を
し
ま
し
た
。

ま
た
、
こ
の
宣
言
解
除
の
タ
イ
ミ
ン
グ
や
発
信
す

る
メ
ッ
セ
ー
ジ
の
内
容
に
加
え
、
同
時
に
発
表
し
た

総
合
対
策
に
つ
い
て
も
議
論
を
重
ね
ま
し
た
。
こ
の

時
点
で
感
染
拡
大
状
況
は
小
康
状
態
と
な
っ
た
も
の

の
、
今
後
、
感
染
拡
大
局
面
へ
と
転
換
す
る
可
能
性

も
あ
る
こ
と
か
ら
、単
な
る
解
除
の
発
信
で
は
な
く
、

警
戒
も
続
け
て
い
た
だ
く
こ
と
を
セ
ッ
ト
に
し
た

メ
ッ
セ
ー
ジ
を
発
出
し
ま
し
た
。

③
　
ス
ト
ッ
プ
「
コ
ロ
ナ
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
」
宣
言

三
点
目
は
、
第
14
条
で
規
定
し
た
「
差
別
的
取
扱

い
等
の
禁
止
」
に
関
連
し
た
取
組
で
す
。
残
念
な
が

ら
、
本
県
で
も
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
に
関
連
す
る

差
別
的
取
扱
い
が
散
見
さ
れ
て
お
り
、
例
え
ば
、「
退

院
し
た
感
染
者
が
お
店
の
方
か
ら
入
店
拒
否
を
さ
れ

た
」、「
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
を
断
ら
れ
た
」、「
感

染
者
が
出
て
い
る
学
校
の
学
生
が
、
ア
ル
バ
イ
ト
先

か
ら
解
雇
さ
れ
た
」
と
い
っ
た
情
報
を
聞
き
及
ん
で

い
ま
す
。
こ
の
た
め
、
９
月
１
日
に
県
知
事
及
び
県

内
全
42
市
町
村
長
の
連
名
で
「
ス
ト
ッ
プ
『
コ
ロ
ナ
・

ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
』
宣
言
」
を
発
出
し
ま
し
た
。
こ
こ

で
も
「
オ
ー
ル
岐
阜
」
の
対
応
を
行
い
ま
し
た
。

こ
の
宣
言
で
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症

に
対
す
る
恐
怖
心
や
誤
解
、
偏
見
に
よ
り
、
排
除
や
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差
別
を
す
る
こ
と
を
「
コ
ロ
ナ
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
」

と
呼
び
、
こ
う
し
た
こ
と
が
周
り
で
起
こ
っ
て
い
な

い
か
を
問
う
と
同
時
に
、
私
た
ち
が
闘
う
相
手
は
人

で
は
な
く
ウ
イ
ル
ス
で
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
、
思
い

や
り
と
感
謝
に
よ
っ
て
こ
の
難
局
を
乗
り
越
え
よ
う

と
呼
び
掛
け
て
い
ま
す
（
図

参
照
）。

５　

今
後
の
展
望

こ
の
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル

ス
感
染
症
に
対
し
て
は
、
前

例
の
な
い
危
機
事
案
の
た
め
、

試
行
錯
誤
を
し
な
が
ら
も
迅

速
に
対
策
を
進
め
て
ま
い
り

ま
し
た
。

こ
の
原
稿
を
執
筆
し
て
い

る
10
月
現
在
に
お
い
て
は
、

本
県
は
陽
性
患
者
の
発
生
は

小
康
を
保
っ
て
い
ま
す
が
、

今
後
、
第
三
波
な
ど
新
た
な

感
染
拡
大
も
危
惧
さ
れ
、
警

戒
を
怠
る
こ
と
は
で
き
ま
せ

ん
。
こ
の
よ
う
に
先
が
読
め

な
い
状
況
で
す
が
、
本
条
例

を
本
県
の
感
染
症
対
策
の
基

礎
と
し
、
不
断
の
検
証
を
行

い
な
が
ら
、
臨
機
応
変
に
対

策
を
実
施
し
て
い
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。
条
文
に
示

さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
今
後
も
、
県
、
市
町
村
、
医

療
、
経
済
、
教
育
な
ど
「
オ
ー
ル
岐
阜
」
の
体
制
で

引
き
続
き
対
策
に
取
り
組
み
、
県
民
の
皆
さ
ん
と
共

に
、
こ
の
コ
ロ
ナ
社
会
を
生
き
抜
い
て
い
き
た
い
と

考
え
て
い
ま
す
。

 

 

１「コロナ・ハラスメント」？ 

新型コロナは人類未知のウイルスであり、誰しも怖いもの

です。 

この病気に対する恐怖心、誤解や偏見により、知らず知らず誰

かを排除したり、差別をしていませんか？ 身近なところで以

下のようなこと（コロナ・ハラスメント）が起こっていません

か？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ご相談・お問い合わせは、以下まで。 

 

 

２ 「思いやり」と「感謝」を 

新型コロナは、誰でも感染する可能性があり、私たちが

闘っている相手は、人ではなくウイルスです。 

感染した方を「思いやり」、その立場を守ります。また、

最前線で治療や社会生活維持にあたる医療従事者や関係

者の方々に「感謝」します。 

このように人との絆を大切に、この難局を乗り越えまし

ょう。 
 

〇 患者、濃厚接触者、医療従事者、外国人の方々、他地域からの

来訪者、そして、それらのご家族や特定の店舗などへの差別的扱

い、非難を絶対になくしましょう。 

〇 不確かな感染情報（デマ）の拡散は許されることではありませ

ん。ＳＮＳに書き込むなど安易に広げることは、かえって人に不

安を与えるだけです。  

〇 医療従事者をはじめ、新型コロナ対策に携わる関係者の方々、

あるいは食品流通業務や、生活安全業務など、私たちの暮らしを

支える方々に改めて感謝しましょう。 

ストップ「コロナ・ハラスメント」宣言 

・退院した感染者が、お店の方から「帰れ」と言われた。 

・会社に復帰する際に「陰性証明を持ってこい」と言われた。 

・感染者が、退院後にデイサービスを断られた。 

・インターネットで感染者を名指しするような書き込みがあった。 

・感染者の子どもが、学校でコロナのことでいじめられ、泣きなが 

ら帰ってきた。 

・感染者が発生した地域で、嫌がらせのビラが配られた。 

・飲食店が、感染者が発生したという噂により、風評被害にあった。 

・医療従事者の子どもが、保育所で受け入れ拒否やいじめを受けた。 

・感染が多発している県のナンバーの自動車に対し、嫌がらせのビラ

が貼られた。 

・子どもが学校を休むと、同級生にコロナに感染したと言われた。 

・感染者が出ている学校の学生が、アルバイト先から解雇された。 

・岐阜県人権啓発センター（０５８－２７２－８２５２）   

・お住いの市町村相談窓口 

図　ストップ「コロナ・ハラスメント」宣言

先進・ユニーク条例


